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地球温暖化対策基本法案に関する提言 
１．国民の理解と納得を得るための民主的なプロセスを 

地球温暖化対策は、将来に亘り我が国の経済や雇用に大きな影響を及ぼす極め
て重要な課題であり、国民経済や雇用等に与える影響等について明らかにした
上で、国民の十分な理解と納得を得る必要があると考えます。 

しかしながら、たとえば中期目標の検討のために閣僚委員会の下に設置された
「タスクフォース」の分析結果については、未だ国民に示されておらず、また、
昨年末に行われた「基本法案」に対するパブリックコメントで示された多くの
懸念の声に対する対応や説明も未だありません。このように、国民にとって十
分な判断材料も、意見を反映する手段も与えられないまま、「基本法案」が国会
に提出されることになるのであれば、民主的プロセスとは到底言えず、極めて
遺憾と言わざるを得ません。 

２．中期目標の明記や排出量取引制度、地球温暖化対策税、固定価格買取

制度等の主要施策について 

このように、国民の理解と納得が得られない状況では、仮に前提付きとは言え、
法案に具体的な中期目標の数値を明記することには反対せざるを得ません。国
際的な公平性が確保されず「ただ高い中期目標を掲げること」は、地球温暖化
問題の真の解決には繋がらないからです。 
また、中期目標について、前提を満たし確定できるかどうか定まらない中で、
達成手段たる国内排出量取引制度や地球温暖化対策税、固定価格買取制度等の
主要施策について、それぞれが国民生活や産業活動に甚大な影響を及ぼすにも
かかわらず、その政策効果や国民負担等の検証もないまま、法案に位置付けら
れることにも反対せざるを得ません。 

３．産業界の決意と提言 

私たちは、これまでのたゆまぬ省エネ努力に留まらず、今後とも最先端の技術
を最大限導入することにより、産業分野で世界最高水準のエネルギー効率の更
なる向上を図るとともに、優れた製品の供給を通じて民生、業務、運輸分野に
おける CO2 削減にも積極的に貢献する決意です。また、鳩山イニシアチブに沿
い、国際ルールに基づいた省エネ技術の世界への移転･普及等を通じて、地球規
模での温暖化対策にも積極的に取り組む所存です。 

私たち産業界は、政府が推進する地球温暖化対策の検討プロセスに積極的に参
加します。政府におかれては、私たち産業界の技術力を活用し、地球規模での
温暖化対策をリードするとともに、我が国が技術立国として更に発展するよう
な環境と経済を両立する政策を実現されるよう切に願う次第です。 

以上 



補 論  
 

１.国民の理解と納得を得るための民主的なプロセスを 

 

●「地球温暖化対策基本法案」については、政府内の検討プロセスを明ら

かにし、国民の理解を得ることが不可欠です。 

●中期目標についての国民負担等の検討結果は未だ示されず、経過も不明

な中、「中長期ロードマップ」が国民不在の過程で検討されていることを

懸念します。 

●基本法に関するパブリックコメントの結果等も踏まえ、国民目線に立っ

た民主的な手続きが行われることを強く要望します。 

政府におかれましては、「地球温暖化対策基本法案」を今国会に提出する方針であ

ると伺っております。本法案は中期目標、長期目標を含め、今後の我が国の温暖化

対策の基本方針や施策を示すものと理解しておりますが、温暖化対策は、将来に亘

り我が国の経済や雇用に大きな影響を及ぼす極めて重要な課題であり、政策効果や

国民負担の程度、経済・雇用への影響の度合い、産業の国際競争力への影響等につ

いて、国民に対して充分な説明を行い、理解を得ることが不可欠であると考えてお

ります。こうしたプロセスを経ることなく、法案が提出されることになるのであれ

ば、極めて遺憾と言わざるを得ません。 

温暖化対策による様々な影響につきましては、昨年、閣僚委員会の下、「中期目標

タスクフォース」が設置され、「中期目標の国民負担への影響や経済・雇用への影

響の度合い」が検討されたところですが、最終的に国民負担等についての結果は示

されておらず、その後の経過は全く国民には伝えられておりません。 

こうした中、最近の報道によれば、「地球温暖化対策にかかる中長期ロードマップ」

が、環境省により策定され、副大臣級検討チームに提出されたと聞きますが、国民

に多大な影響を及ぼす方針の策定が、国民不在の過程で進められているのではない

かと強く懸念しております。 

昨年 12 月に実施された「地球温暖化対策の基本法」の制定に向けた意見の募集

においては、本法案に含まれる中期目標、国内排出量取引制度、地球温暖化対策税

等について、懸念を示す声が大多数との結果も出ております。本法案の国会提出に

当たっては、このような国民の声を真摯に受け止められ、政府の検討状況等につい

ての十分な情報開示とともに、国民の納得を得られる形で議論を行う等、国民目線

に立った民主的な手続きが行われることを強く要望するものです。 
 
 



２. 中期目標の明記や排出量取引制度、地球温暖化対策税、固定価格

買取制度等の主要施策について 

●国際的な公平性、実現可能性、国民負担の妥当性について国民的議論を

経ず、法案に中期目標の数値を明記することには反対です。 

●政策効果や国民負担等の検証もないまま、国内排出量取引制度や地球温

暖化対策税等の導入が位置付けられることには反対です。 

１.我が国の中期目標について 

我が国の中期目標につきましては、鳩山総理が従来から言われている「すべての
主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合
意」が前提であり、1月 26 日に国連に提出された目標においても同様の前提が付さ
れております。現在、国連には各国からも目標が提出されております。したがって、
各国の目標レベルが我が国の目標の前提を満たすのか、十分な検証を行った上で国
民の判断を仰ぐべきと考えます。我が国だけが、「ただ高い中期目標を掲げること」
は、地球温暖化問題の真の解決には繋がりません。 
また、25％削減という厳しい削減目標の達成は、国内で削減を行うにしても、海
外からクレジットを購入するにしても、多大な社会的コストが発生し、最終的に国
民の負担となります。削減目標のレベルについては、国際的な公平性とともに、実
現可能性や国民負担の妥当性についても、国民的議論が不可欠ですが、未だに政府
から国民に対する説明はなく、それに対して国民が意見を述べる場もありません。
このような過程を経ず、法案の中に具体的な数値を明記することには反対です。 

２.国内排出量取引制度、地球温暖化対策税、固定価格買取制度等の主要施策につ

いて 

これらの制度は中期目標達成のための手段であり、そもそも中期目標が確定して
いないことに加え、それぞれが国民生活や産業活動に甚大な影響を及ぼすにもかか
わらず、その政策効果や国民負担等の検証もないまま、その導入について基本法の
中に位置付けられることには反対です。 
我が国の産業は、世界最高水準のエネルギー効率を達成しており、中長期的にも
技術的な裏づけのある削減ポテンシャルが小さいことは、様々な研究機関から示さ
れております。したがって、排出量取引制度や地球温暖化対策税を導入しても、具
体的な技術が伴わない限り、国内のＣＯ２削減には繋がりません。 
また、技術的な裏づけの無い排出枠の割当（キャップ）や国際的な公平性の無い
新たな課税等は、産業界の活力や国際競争力を削ぎ、経済、雇用、国民生活に深刻
な影響を及ぼすばかりか、技術開発の原資も奪うことになるため、日本が世界をリ
ードすべき革新的省エネ技術等の長期的な開発の推進を妨げることにも繋がりま
す。更に、厳しいキャップの下では、国内で削減余地が無ければ海外から排出権を
購入せざるを得ません。京都議定書の下、排出権の購入のために既に約１兆円もの
国富が流出しつつありますが、25％削減という厳しい目標の下では、これをはるか
に上回る国富の流出が生じることや、生産拠点の海外移転による産業の空洞化が起
こることにも十分留意する必要があります。 



中期目標に関しては、約８６％が反対
や懸念を表明（意見総数１,３７６件）

※環境省「地球温暖化対策法」の制定に向けた意見募集に寄せ
られた主な意見について（環境省）

「基本法」に関するパブリックコメントの結果

国内排出量取引制度について、約６３％が
反対や懸念を示した。（意見総数８１６
件）

地球温暖化対策税･税制のグリーン化につ
いて、約８１％が反対や懸念を示した。
（意見総数８７１件）

昨年12月に実施された「地球温暖化対策の基
本法」の制定に向けた意見の募集においては、
中期目標、国内排出量取引制度、地球温暖化
対策税等について懸念を示す声が大多数との
結果がでている。
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国民負担に関する世論調査と研究機関の分析
●内閣府世論調査（２１年５月）によると、地球温暖化対策のために許容可能な家計負担について、約６

割が月当たり１,０００円未満と回答している。
●一方、タスクフォースの研究機関による分析では、２５％削減を真水で実施した場合の可処分所得は、

基準ケースに対して年間▲１３～▲７６．５万円（月当たり約▲１.１～▲６.４万円）減少すると示さ
れており、負担レベルに関する国民感覚との乖離が大きい。国民目線に立った議論が必要。

国立環境研究所

※地球温暖化問題に関する閣僚委員会第４回タスクフォース資料（21年11月16
日）

慶応大学産業研究所

地球温暖化対策のために１か月当たりどの程度なら家計の負担が増えても良いと考えるか

約６割が月当たり１､０００円未満と回答

※地球温暖化対策の中期目標に
関する世論調査の結果
（21年5月16日 内閣官房）



主要排出国の中期目標

●先進国の目標は現状から排出量を減少するものであるが、中国とインドの目標はGDP
当たり排出量（GDP原単位）の改善であり、今後の経済成長も踏まえると、2020年の
両国の排出量は大幅な増加が想定される。RITEの試算では、中国とインド両国の2020
年の排出規模は、05年の約２倍に増加するとしている。

●一人当たりCO2排出量は、現状では中国、インドに比べて先進国が高いが、各国の目
標を踏まえると、2020年には中国の一人当たりCO2排出量がＥＵや日本を上回るレベ
ルになると想定される。

※左表の各国排出量を国連「World Populaion Prospects 
The 2008 Revision」で示された人口で除したもの。

目標に幅のある国については、高い目標で試算したもの。

一人当たりCO2排出量
（t-CO2/人）

主要排出国の中期目標
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米国 日本 EU 中国 インド

2005年 2020年（億t-CO2）

中期目標
1990年比

換算
2005年比

換算
2005年
排出量

2020年
排出量※

日本 1990年比▲25％ ▲25％ ▲30％ 12 8

ＥＵ27
1990年比

▲20～▲30％
▲20～
▲30％

▲14～
▲25％

40 28～30

米国 2005年比▲17％ ▲3％ ▲17％ 58 48

中国
GDP原単位を2005年比

▲40～▲45％
＋327～
+366％

＋105～
＋88％

51 96～104

インド
GDP原単位を2005年比

▲20～▲25％
＋344～
373％

＋142～
＋127％

11 26～28

（出所）IEA、RITE。

　　※日本、EU、米国は排出実績に各国目標の削減率を乗じて算出。中国、インドはRITEの試算。



先進国の中期目標に関する研究機関等の分析

●ＩＥＡでは、世界の温室効果ガス濃度を450ppmで安定化させるために必要な各国の削減目
標を試算。欧米の中期目標がＩＥＡの数値に近いものであるのに対して、日本の中期目標
のみＩＥＡの必要目標値を大幅に上回っている。

●途上国37カ国の国別削減目標の設定案（2009年6月）においても、日本のエネルギー効率が
高いことを踏まえ、相対的に低い数値を求めている。

●ＲＩＴＥの分析では、日本の限界削減費用は476＄と、欧州の高位ケース（1990年比
▲30％）との比較でも3.5倍と突出。

▲19％

▲28％

（EC)

▲26％

途上国※2

（1990年比）

476＄▲10％▲25％
1990年比
▲25％

日本

48～135＄
▲23％▲20～▲30％

1990年比
▲20～30％

ＥＵ

60＄▲3％▲3％
2005年比
▲17％

米国

限界削減費用
※3

IEA※1

（1990年比）
1990年比換算各国目標

※1 IEA（国際エネルギー機関）が、昨年10月の「World Energy Outlook 2009」で示した世界の温室効果ガス濃度を
450ppmで安定化させるために必要な各国の削減目標の試算。

※2 国連AWG-KPにおける途上国37カ国からの附属書Ⅰ国の削減割当に関する提案（2009年6月）。欧州については
EUではなく、EC（European Community）。

※3 RITE（地球環境産業技術研究機構）が、昨年12月の「世界各国の中期目標の分析」で示したもの。



約４億t（政府1億t＋電力2.5億t＋鉄鋼5600万t）×15～30ユーロ（t-ＣＯ2）×130円（≒1ユーロ）

＝５年間で7,800億～１兆5,600億円 ≒ １兆円

京都議定書目標（90年比▲6％）達成のためのクレジット購入額

約2.1億t×15～30 ユーロ（t-Co2）×130円（≒1ユーロ）

＝ 約4,100億～8,200億円 / 年
⇒ ５年間で約２兆～４兆円

90年比25％削減(05年比30％削減)のためのクレジット購入額(想定)
－05年比15％分を国内対策で削減、残りの15％分をクレジット購入で達成の場合－

クレジット購入による負担額


